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人
権
擁
護
委
員
と
は

人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
擁
護
委
員
法
に

基
づ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
人
権
相
談
を

受
け
た
り
、
人
権
の
考
え
を
広
め
た
り
す
る

活
動
を
し
て
い
ま
す
。

市
に
は
、
市
長
か
ら
推
薦
さ
れ
、
法
務
大

臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
人
権
擁
護
委
員
が
９

人
い
ま
す
。

▼
市
人
権
擁
護
委
員
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並
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若
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団
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新
栄
温
泉
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千ち
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（
若
原
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人
権
と
は
、
人
間
ら
し
く
幸
せ
に
生
き
る

権
利
で
あ
り
、
人
生
を
送
る
う
え
で
最
も
大

切
な
権
利
で
す
。
自
分
だ
け
で
な
く
、
全
て

の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
お
互
い
に
人

権
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
る
い
社
会
を
作

り
ま
し
ょ
う
。

人
権
相
談
窓
口

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

人
権
に
つ
い
て
お
悩
み
の
人
は
、
お
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

常
設
人
権
相
談（
市
人
権
教
育
指
導
員
）

▼
と
き　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
3０
分

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

▼
と
こ
ろ　

市
役
所　

人
権
啓
発
教
育
課

特
設
人
権
相
談（
市
人
権
擁
護
委
員
）

・
年
２
回
実
施

※
実
施
日
な
ど
の
詳
細
は
、
広
報
こ
う
し
で

改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す

●
問
い
合
わ
せ
先　

人
権
啓
発
教
育
課　

啓
発
教
育
班　

☎（
２
４
８
）２
３
９
９

人
権
擁
護
委
員
は
あ
な
た
の
ま
ち
の
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー

事 業 復 活 支 援 金

給付対象 給付額

ホームページ相談窓口 申請期限

0120-789-140
IP 電話専用回線

03-6834-7593

❶と❷を満たす
中小法人・個人事業者が給付対象
となり得ます。
❶�新型コロナウイルス感染症の影響を受
けた事業者

❷�2021年１１月～ 2022年3月のいずれかの月
（対象月）の売上高が、2018年１１月～
2021年3月の間の任意の同じ月（基準月）
の売上高と比較して50％以上または30％
以上50％未満減少した事業者

中小法人等 �上限最大250万円
個人事業者等 �上限最大50万円を支給します。
給　付　額 �基準期間※1の売上高－対象月の売上高×5か月分
※1・ 2018年11月～ 2019年3月／ 2019年11月～ 2020年3月／ 2020年11月～ 2021年3月の

いずれかの期間（基準月を含む期間であること）

給付上限額

売上高減少率 個人

法人

年間売上高※2  

1億円以下
年間売上高※2  

1億円超～
5億円以下

年間売上高※2  

5億円超

▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円
※2・ 基準月を含む事業年度の年間売上高

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

5月31日
（火）事業復活支援金 検索

受付時間
午前 8時 30 分～午後７時
（土日・祝日含む全日）

中小法人・個人事業者のための

コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援

男
女
共
同
参
画
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
幅
広
い
意
見
を
聞

い
て
、
施
策
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
第
９
期

男
女
共
同
参
画
推
進
懇
話
会
委
員
を
募
集
し

ま
す
。

▼
応
募
資
格

・
男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り
に
理
解
と
意

欲
の
あ
る
人

・
市
内
に
在
住
ま
た
は
勤
務
す
る
２０
歳
以
上

（
令
和
４
年
４
月
１
日
時
点
）の
人

・
年
７
回
程
度
、
平
日
に
開
催
す
る
懇
話
会

に
出
席
で
き
、
不
定
期
の
各
種
イ
ベ
ン
ト

に
参
加
で
き
る
人

▼
募
集
人
員　

３
人
程
度

作
文
に
よ
り
選
考
し
ま
す
。

▼
任
期

７
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
６
月
3０
日

（
２
年
間
）

▼
応
募
方
法

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号

を
明
記
し
、
応
募
理
由
と『
男
女
共
同
参
画

推
進
懇
話
会
委
員
に
な
っ
て
や
っ
て
み
た

い
こ
と
や
学
習
し
て
み
た
い
こ
と
』に
つ

い
て
の
作
文（
４
０
０
字
詰
め
原
稿
用
紙

１
枚
～
２
枚
程
度
）を
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ

メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
期
限

６
月
３
日
㈮
ま
で

（
当
日
消
印
有
効
）

▼
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先
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９
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合
志
市
竹
迫
２
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４
０

総
務
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総
務
・
男
女
共
同
参
画
班
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８
）１
１
１
２

N（
２
４
８
）１
１
９
６
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男
女
共
同
参
画
推
進
懇
話
会
委
員
募
集

●
問
い
合
わ
せ
先　

総
務
課　

総
務
・
男
女
共
同
参
画
班　

☎（
２
４
８
）１
１
１
２

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か

ご
用
心

１０
代
・
２０
代
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト

相
談
事
例

ネ
ッ
ト
に「
副
業
」の
広
告
が
あ
り
、
相

談
に
乗
る
と
報
酬
が
得
ら
れ
る
と
書
い
て

あ
っ
た
の
で
登
録
を
し
た
。
２０
万
円
の
報

酬
を
約
束
す
る
と
い
う
メ
ー
ル
が
届
き
、

受
け
取
る
に
は
運
営
会
社
の
会
員
に
な

る
こ
と
が
条
件
と
記
載
が
あ
っ
た
の
で
、

５
０
０
０
円
の
会
費
を
支
払
っ
た
。
そ
の

後
相
手
と
連
絡
先
を
交
換
す
る
に
は
１
万

円
を
支
払
う
よ
う
に
事
務
局
に
言
わ
れ
た

の
で
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
決
済
し
た
。

し
か
し
、
連
絡
先
の
交
換
が
う
ま
く
い
か

な
か
っ
た
の
で
、
事
務
局
に
相
談
し
た
と

こ
ろ
、
３
万
円
支
払
う
よ
う
に
言
わ
れ
、

言
わ
れ
た
と
お
り
支
払
っ
た
が
、
今
度
は

７
万
円
を
支
払
う
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
副

業
サ
イ
ト
と
思
っ
て
い
た
が
実
際
は
出
会

い
系
サ
イ
ト
だ
っ
た
よ
う
だ
。
騙
さ
れ
た

よ
う
な
の
で
返
金
し
て
ほ
し
い
。

 

（
１８
歳　

女
性
）

解　

説
こ
の
相
談
の
場
合
、
今
後
事
業
者
と
返

金
に
つ
い
て
交
渉
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
今
ま
で
は
未
成
年
者
が
親
権
者
等
の

同
意
を
得
ず
に
契
約
し
た
場
合
に
は
、
未

成
年
者
取
消
権
に
よ
っ
て
契
約
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
法
改

正
に
よ
り
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
成

年
年
齢
が
２０
歳
か
ら
１８
歳
に
引
き
下
げ
ら

れ
た
こ
と
で
、
法
律
上
１８
歳
か
ら
成
人
と

し
て
扱
わ
れ
ま
す
。
自
分
の
意
志
で
契
約

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
一
方
、
未
成
年
者

取
消
が
行
使
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
事

業
者
が
交
渉
に
応
じ
て
く
れ
な
い
場
合

は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
相
談
し
ま

し
ょ
う
。

ア
ド
バ
イ
ス

①
契
約
す
る
前
に
よ
く
考
え
て
、
契
約
す

る
こ
と
。

②
友
人
な
ど
の
誘
い
で
う
ま
い
話
を
勧
誘

さ
れ
断
り
に
く
く
契
約
を
し
て
し
ま
っ

た
な
ど
、
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た

ら
早
め
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
相
談

し
ま
し
ょ
う
。

こ
ち
ら
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
す

こんにちは

◆ 

問
い
合
わ
せ
先 

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
総
務
課
内
）　
☎
２
４
８
‐
５
４
４
２

 

相
談
受
付
時
間
　
平
日
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

▲消費生活センター
ホームページ




